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組織改編及び人事異動にかかる記者発表要旨 

 

と き 平成３０年３月２３日（金）１３時００分～ 

ところ 庁議室 

 

  ４月１日付けで実施します組織改編及び市職員人事異動の概要について

申し上げます。 

 

１ 組織改編等について 

市は、毎年、行政運営の円滑化と行政組織のスリム化を図るため、組織・

機構の見直しを行ってきました。今年度は、新たな施策や行政課題等に対

応するため、部の新設を含む組織・機構の見直しを行いました。 

主な改編内容は次のとおりです。 

 

◆主な組織改編 

○観光業から観光産業への発展、さいきブランドとふるさと納税の連携、

文化・スポーツツーリズムの推進などを目的として、「観光ブランド推

進部」を新設し、「観光課」を地域振興部から同部に移管するとともに、

「ブランド推進課」及び「文化・スポーツツーリズム推進課」を新設

しました。ブランド推進課では、さいきブランドの確立やさいき殿伝

を中核とした産品のブランド化、ふるさと納税を活用した販売強化等

に努めていきます。文化・スポーツツーリズム推進課では、大手前ま

ちづくり交流館（仮称）や総合運動公園を活用した大学の文化・スポ

ーツサークルの大会や合宿の誘致等により、交流人口の増加に努めて

いきます。 

○市の政策等を市内外へ広報する機能を強化するため、秘書係と広報係

で構成する「秘書広報課」を総務部に新設しました。これに伴い、総

務部公聴広報課と総合政策部秘書政策課を廃止し、市民の窓係は市民

生活部市民課に移管、政策推進係は「総合政策部政策企画課」に格上

げしました。 

○ユネスコエコパークを活用したエコツーリズムを充実させ、自然共生

のまちづくりを進めるため、地域振興部に「エコパーク推進室」を新

設しました。 

○医療従事者の確保や、へき地における医療体制の維持等の地域医療の

課題に対し、医療関係機関と連携した整備促進を行うため、福祉保健

部健康増進課に「地域医療推進係」を新設しました。 
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○市町村合併から 10 年以上が経過し、新たな佐伯市史の編さんが求めら

れていることから、教育委員会社会教育課に「市史編さん係」を新設

しました。 

 

◆その他の改編内容 

・総合政策部国民文化祭・障害者芸術文化祭準備室を廃止し、観光ブラン

ド推進部文化・スポーツツーリズム推進課に国民文化祭・障害者芸術文

化祭係を新設しました。 

・福祉保健部人権・同和対策課を総務部に移管し、総務部人権・同和対策

課としました。 

・地域振興部地域振興課に「大島航路係」を新設しました。 

・市民生活部収納課税制係を同課収納係に統合しました。 

・建設部都市計画課土地開発係を同課計画・区画整理係に統合しました。 

・農林水産部農林水産総務課庶務係を同課企画管理係に統合しました。 

・簡易水道事業が廃止され、水道事業に統合されることに伴い、上下水道

部水道課上水道工務係を「水道工務１係」に、同課簡易水道工務係を「水

道工務２係」に名称変更しました。 

 

●部の新設 

観光ブランド推進部（新設） 

観光課（移管） 観光係／管理係 

ブランド推進課（新設） ブランド推進係／ふるさと納税係 

文化・スポーツツーリズム推進課

（新設） 

文化・スポーツツーリズム推進係／国民

文化祭・障害者芸術文化祭係 

 

●課（室）又は係の新設・移管 

総務部 

秘書広報課（新設） 秘書係／広報係 

人権・同和対策課（移管） 人権推進・男女共同参画係 

総合政策部 

政策企画課（新設） 政策企画係 

地域振興部 

地域振興課 大島航路係（新設） 

エコパーク推進室（新設） エコパーク推進係 

市民生活部 

市民課 市民の窓係（移管） 
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福祉保健部 

健康増進課 地域医療推進係（新設） 

教育委員会 

社会教育課 市史編さん係（新設） 

 

●課又は係の廃止 

総務部 

公聴広報課（廃止） 市民の窓係／広報係 

総合政策部 

秘書政策課（廃止） 秘書係／政策推進係 

国民文化祭・障害者芸術文化祭準備

室（廃止） 

国民文化祭・障害者芸術文化祭準備係 

市民生活部 

 収納課 税制係（廃止） 

建設部 

 都市計画課 土地開発係（廃止） 

農林水産部 

 農林水産総務課 庶務係（廃止） 

 

●名称変更 

上下水道部 

水道課 

  

上水道工務係  → 水道工務１係 

簡易水道工務係 → 水道工務２係 
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 ◆外部からの長期派遣職員等 

  第２次佐伯市総合計画の実現に向け、特に農林水産分野及び教育行政の

組織強化を図るため、その分野における専門的な見地を有する人材を大分

県及び大分県教育庁から２名派遣していただき、それぞれ農林水産部長と

教育部長に任命することとしました。 

  また、民間企業の業務の進め方や、柔軟な発想などを市の組織に取り入

れ、市政の能率的な運営を図ることを目的に「(株)大分銀行」から１名、

研修派遣職員として派遣いただくことになりました。本職員は、地域振興

部付の専門幹として、主に商工振興課とまちづくり推進課の業務に携わっ

ていただきます。 

 

◆長期職員派遣及び人事交流 

職員の人材育成の観点から「大分県総務部市町村振興課」及び「公益社

団法人 ツーリズムおおいた」へ１人ずつ合計２人の長期研修派遣を行い

ます。 

 

 

２ 人事異動について 

（１）新規採用職員数 ４４人（前年度３３人） 

（２）退職者数  ４１人（既退職者３人含む）（前年度３７人） 

（３）平成３０年度の職員数（平成３０年４月１日） 

９２５人（前年度比５人増）※県からの派遣職員を含む 

（４）異動規模 

① 一般行政職 ３４０人（前年度２８８人） 

  （部次長級１６人、課長級３６人、課長補佐級９８人、その他 

１９０人） 

※ 組織改編に伴う異動者２４名含む。 

 

  ② 消防職 ５４人（前年度４６人） 

  （部次長級０人、課長級０人、課長補佐級７人、その他４７人） 


